
号

外

一�
平

成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

���������������
目

次

条

例

○
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

人

事

課)

三
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

四

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

五

○
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(

税

務

課)

四
四

○
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

農
村
振
興
課)

四
四

○
岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(
住

宅

課)

四
四

○
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(
会

計

課)

四
五

○
岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
職
員
の
給

与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

(

人

事

課)

四
七

◇
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
五
五
号)

一

知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
県
議
会
議
員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、

年
間
の
支
給
割
合
を
〇
・
一
月
分
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二

知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
県
議
会
議
員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
六
月
期
と
一
二
月
期
の

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
は
、
一
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則

で
定
め
る
日
か
ら
、
二
は
平
成
二
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

一
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
二
八
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
五
六
号)

一

｢

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法｣

の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
失
業
者
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
、
国

家
公
務
員
に
準
じ
て
次
の
と
お
り
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
、
六
五
歳
以
後
に
新
た
に
職
員

と
し
て
雇
用
さ
れ
る
者
を
支
給
対
象
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
〇
条
関
係)

２

求
職
活
動
支
援
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
、
教
育
訓
練
の
受
講
や
面
接
時
の
子

ど
も
の
一
時
預
か
り
等
に
つ
い
て
も
支
給
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
〇
条
関
係)

３

１
の
支
給
対
象
者
に
つ
い
て
も
、
２
の
求
職
活
動
支
援
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
ほ
か
、

就
業
促
進
手
当
及
び
移
転
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

(
第
一
〇
条
関
係)

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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◇
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

条
例
第
五
七
号)

一

岐
阜
県
人
事
委
員
会
の
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
四
日
付
け
の
給
与
に
つ
い
て
の
勧
告
に
鑑
み
、

次
の
と
お
り
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

医
師
・
歯
科
医
師
の
初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
月
額
の
上
限
額
を
四
〇
〇
円
引

き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
〇
条
の
二
関
係)

２

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
年
間
の
支
給
割
合
を
〇
・
一
月
分
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
五
条
関
係)

３

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
六
月
期
と
一
二
月
期
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
五
条
関
係)

４

給
料
表
に
つ
い
て
、
若
年
層
に
重
点
を
置
い
て
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

(

別
表
第
一
〜
別
表
第
五
関
係)

二

｢

一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律｣

の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
国
家
公

務
員
に
準
じ
て
次
の
と
お
り
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

職
員
か
ら
要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
た
め
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
さ
せ
な
い
よ

う
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
正
規
の
勤
務
時

間
を
超
え
て
勤
務
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三
七
条
の
三
関
係)

２

介
護
休
暇
に
つ
い
て
、
通
算
し
て
六
月
の
期
間
内
に
お
い
て
取
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
と
し
た
。(

第
四
五
条
関
係)

３

要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
連
続
す
る
三
年
の
期
間
内
に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
二

時
間
ま
で
勤
務
し
な
い
こ
と
を
可
能
と
す
る
介
護
時
間
制
度
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。(

第

四
五
条
の
二
関
係)

三

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
は
平
成
二
九
年
一
月
一
日
か
ら
、
一
３

は
平
成
二
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

一
１
、
２
及
び
４
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
二
八
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

こ
と
と
し
た
。

◇
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
五
八
号)

一

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
間
を
五
年
間
延
長
し
、
平
成
三
三

年
度
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
及
び
第
三
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
五
九
号)

一

｢

農
地
法｣

に
基
づ
く
農
地
転
用
許
可
に
係
る
権
限
が
国
か
ら
岐
阜
市
に
移
譲
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
六
〇
号)

一

公
営
住
宅
の
入
居
者
の
資
格
に
つ
い
て
、
同
居
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
四
条

関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
六
一
号)

一

｢

道
路
交
通
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

１

｢

準
中
型
自
動
車
免
許｣

に
係
る
運
転
免
許
試
験
手
数
料
等
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ
と
と

し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

２

臨
時
認
知
機
能
検
査
の
導
入
に
伴
い
、
自
動
車
運
転
等
講
習
手
数
料
と
し
て
、
臨
時
認
知

機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
高
齢
者
に
対
す
る
講
習
に
係
る
手
数
料
を
新
た
に
徴
収

す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

３

高
齢
者
に
対
す
る
講
習
に
係
る
自
動
車
運
転
等
講
習
手
数
料
に
つ
い
て
、
区
分
を
変
更
し

た
上
、
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

４

特
定
任
意
高
齢
者
講
習
手
数
料
に
つ
い
て
、
区
分
を
変
更
し
た
上
、
額
を
改
定
す
る
こ
と

と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

５

運
転
免
許
試
験
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
九
年
三
月
一
二
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の

勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
六
二
号)

一

｢
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
二
条
例
に
つ

い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

一�
育
児
休
業
等
の
対
象
と
な
る
子
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
親
子
に
準
ず
る
関
係
に
あ
る
者

と
し
て
法
律
で
定
め
る
も
の
に
加
え
、
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
、
養
育
里
親
で
あ
る
職

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成28年12月20日 ( )２



員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
を
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三
条
の
二
関
係)

二�
育
児
休
業
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
の
再
取
得
が
で
き
る
特
別
の
事
情
と
し
て
、
特
別
養

子
縁
組
の
成
立
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
場
合(

特
別
養
子
縁
組
が
成
立
し
な

か
っ
た
場
合
に
限
る
。)

等
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
四
条
関
係)

三�
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例

早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
の
対
象
と
な
る
子
に
１
一�
の

法
律
上
の
親
子
に
準
ず
る
関
係
に
あ
る
者
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三
七
条
の
二
関
係)

二

｢

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律｣

の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員

に
準
じ
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
要
件
の
う
ち
、
そ
の
任
期
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
子

が
一
歳
六
月
に
達
す
る
日
ま
で
に
任
期(

任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後

の
も
の)

が
満
了
す
る
こ
と
及
び
職
員
と
し
て
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で

な
い
こ
と
と
し
た
。(

第
三
条
関
係)

２

部
分
休
業
と
育
児
時
間
又
は
介
護
時
間
を
同
一
の
日
に
取
得
す
る
場
合
の
上
限
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
二
時
間
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。(
第
二
六
条
関
係)

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
１
三�
は
、

平
成
二
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
五
号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
十
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
二
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
九
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
・
五｣

に
、｢

百
分
の
二
百

二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
一
年
岐

阜
県
条
例
第
三
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
四
条

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
九
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
・
五｣

に
、｢

百
分
の
二
百

二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
条

例
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
六
条

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
九
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
・
五｣

に
、｢

百
分
の
二
百

二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
一
部
改
正)

第
七
条

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例(

昭
和
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
八
条

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
九
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
・
五｣

に
、｢

百
分
の
二
百

二
十
二
・
五｣

を｢
百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。
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附

則

(
施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
中
第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
第
二
条
、

第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
、
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
及
び
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例(

次
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
知
事
及

び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等｣
と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

(

期
末
手
当
の
内
払)

３

改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
、
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
及
び
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
期
末
手

当
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当

の
内
払
と
み
な
す
。

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
五
十
六
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例(

昭
和
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
第
五
項
第
二
号
中｢

第
五
十
五
条｣

を｢

第
八
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中｢

す
べ
て｣

を｢

全
て｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

、
そ
の
者
が
退
職
の
際
従

事
し
て
い
た
事
務
を
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と｣

を
削
り
、｢

高
年
齢
継
続
被
保

険
者｣

を

｢

高
年
齢
被
保
険
者｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
前
段｣

を

｢

第
三
十
七
条
の
四
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中｢

、
そ
の
者
が
退
職
の
際
従
事
し
て
い
た
事

務
を
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と｣

を
削
り
、｢

高
年
齢
継
続
被
保
険
者｣

を｢

高

年
齢
被
保
険
者｣

に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中｢

又
は
広
域
求
職
活
動
費｣

を｢

又
は
求
職
活
動
支
援

費｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

求
職
活
動
に
伴
い
雇
用
保
険
法
第
五
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
す

る
者

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
費
の
額
に
相
当
す
る
金
額

第
十
条
第
十
五
項
中｢

規
定
は
、｣

の
下
に｢

第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者(

第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者

で
あ
つ
て
、
当
該
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
な

い
も
の
を
含
む
。)

及
び｣

を
加
え
、｢

こ
れ
ら｣

を｢

第
七
項
又
は
第
八
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
五
項
中｢

附
則
第
二
条
第
一
項｣

を｢

附
則
第
二
条｣

に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
項
中｢

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第

一
項｣

を｢

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条｣

に
、｢

附

則
第
二
十
五
条｣

を｢

附
則
第
十
一
条｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
五
項
第
二
号
並

び
に
附
則
第
二
十
五
項
及
び
第
三
十
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

退
職
職
員(

退
職
し
た
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員(

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と

み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

で
あ
っ
て
、
退
職
職
員
が
退
職
の
際
従
事
し
て

い
た
事
務
を
雇
用
保
険
法(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用

事
業
と
み
な
し
た
な
ら
ば
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
七

号)
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

に
つ
き
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例(

以
下｢

新
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
勤
続
期
間
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
新
条
例
第
七
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中｢

在
職
期
間｣

と
あ
る
の
は｢

在
職
期
間(

雇
用
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
七
号)

の
施
行
の
日(

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て｢

雇
用
保
険
法
改
正
法
施
行
日｣

と
い
う
。)

前
の
在
職
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
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雇
用
保
険
法
改
正
法
施
行
日
以
後
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間)｣

と
、
同
条
第
二
項

中｢
月
数｣

と
あ
る
の
は｢

月
数(

雇
用
保
険
法
改
正
法
施
行
日
前
の
在
職
期
間
を
有
す
る
者
に
あ

つ
て
は
、
雇
用
保
険
法
改
正
法
施
行
日
の
属
す
る
月
か
ら
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数

(

退
職
し
た
日
が
雇
用
保
険
法
改
正
法
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零))｣

と
す
る
。

３

新
条
例
第
十
条
第
十
一
項(

第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
は
、
退
職
職
員
で
あ
っ
て
求
職
活
動
に
伴
い
こ
の
条
例
の
施

行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣
と
い
う
。)

以
後
に
同
号
に
規
定
す
る
行
為(

当
該
行
為
に
関
し
、
こ

の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例(

以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
五
項
に
お
い
て

｢

旧
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
十
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
広
域
求
職
活
動
費
に
相
当
す
る
退
職
手

当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
行
為
を
除
く
。)

を
し
た
も
の(

施
行
日
前
一
年
以
内

に
旧
条
例
第
十
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

者
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
十
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。)

に
つ
い
て
適
用

し
、
退
職
職
員
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
広
範
囲
の
地
域
に
わ
た
る

求
職
活
動
を
し
た
も
の
に
対
す
る
広
域
求
職
活
動
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
条
例
第
十
条
第
十
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
十
一
項(

第
四
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。)

の
規
定
は
、
退
職
職
員
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
職
業
に
就
い
た
も
の
に
つ
い
て
適

用
し
、
退
職
職
員
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
職
業
に
就
い
た
も
の
に
対
す
る
第
十
条
第
十
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

施
行
日
前
に
旧
条
例
第
十
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
者
と
な
っ
た
者(

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
十
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
っ
た
者
を
除
く
。)

に
対
す
る
第
十
条
第

十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
移
転
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
七
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中｢

三
十
六
万
七
千
六
百
円｣

を｢

三
十
六
万
八
千
円｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中｢

介
護
休
暇
の
承
認｣

の
下
に｢

、
第
四
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
介
護
時
間
の
承

認｣

を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
八
十｣

を｢

百
分
の
九
十｣

に
、｢

百
分
の
百｣

を

｢

百
分
の
百
十｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
八
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
九
十
七
・
五｣

に
改

め
、
同
項
第
二
号
中｢

百
分
の
三
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
四
十
二
・
五｣

に
、｢

百
分
の
四
十
七
・

五｣

を｢

百
分
の
五
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
中｢

第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る｣

を｢

要
介
護
者(

配
偶
者
、

父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ

り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り｣

に
、｢

者(

以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お

い
て｢

要
介
護
者｣

と
い
う｣

を｢

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
中｢

第
四
項｣

を｢

第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第

四
項
を
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
中｢

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員(

当
該
職
員
の
配
偶
者(

当

該
子
の
親
で
あ
る
も
の
に
限
る
。)

が
、
深
夜
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。)

が
、
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る｣

と
あ
る
の
は｢

要
介
護
者
の
あ

る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る｣

と
、

第
二
項
中｢

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る｣

と
あ
る
の
は｢

要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る｣

と
、
前
項
中｢

三
歳
に

満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す

る｣

と
あ
る
の
は｢
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
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当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条
中｢

介
護
休
暇｣

の
下
に｢

、
介
護
時
間｣

を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中｢

配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を

営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の｣

を｢

要
介
護
者｣

に
改
め
、｢

た
め
、｣

の
下
に｢

任
命
権
者
が
、
人

事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介

護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
通
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る

期
間(

以
下｢

指
定
期
間｣
と
い
う
。)

内
に
お
い
て｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項
に
規
定

す
る
者
の
各
々
が
同
項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る

六
月
の
期
間｣

を｢

指
定
期
間｣

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

介
護
時
間)

第
四
十
五
条
の
二

介
護
時
間
は
、
職
員
が
要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
者
の
各
々
が

当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る
三
年
の
期
間(

当
該
要
介
護

者
に
係
る
指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。)
内
に
お
い
て
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ

き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

２

介
護
時
間
の
時
間
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。

第
四
十
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

及
び
介
護
休
暇｣

を｢
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時

間｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
二
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
九
十｣

を｢

百
分
の
八
十
五｣

に
、｢

百
分
の
百
十｣

を｢

百
分
の
百
五｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
九
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
九
十
二
・
五｣

に

改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

百
分
の
四
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
四
十｣

に
、｢

百
分
の
五
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
五
十｣
に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第

四
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
五
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢401,000｣

を｢402,000｣
に
、｢462,000｣

を｢463,000｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中｢333,000｣

を｢334,000｣
に
、｢370,000｣

を｢371,000｣

に
、｢399,000｣

を｢400,000｣

に
改
め
る
。

第
四
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
六
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
三

十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
五
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十
七
・
五｣
に
改
め
る
。

別
表
中｢378,000｣

を｢379,000｣

に
、｢427,000｣

を｢428,000｣

に
改
め
る
。

第
六
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
六
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
の
規
定(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

以

下｢

勤
務
条
件
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
別

表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
改
正
規
定
を
除
く
。
附
則
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。)

平
成
二

十
九
年
一
月
一
日

二

第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

２

第
一
条
の
規
定(

勤
務
条
件
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま

で
の
改
正
規
定
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例(

次
項
に
お

い
て｢

改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
、
第
三
条
の
規
定(

岐
阜
県
一
般
職
の
任

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て｢

任
期
付
研
究
員
条
例｣

と
い
う
。)

第
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
る
改
正
後
の
任
期

付
研
究
員
条
例(

次
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
及
び
第

五
条
の
規
定(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て｢

任
期
付
職
員
条
例｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。)

に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例(

次
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
一
条
の
規
定(

勤
務
条
件
条
例

第
二
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
、
第
三
条
の
規
定

(

任
期
付
研
究
員
条
例
第
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
及

び
第
五
条
の
規
定(

任
期
付
職
員
条
例
第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の

同
項
の
規
定
は
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

給
与
の
内
払)

３

改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
、
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
又
は
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
勤
務
条
件
条
例
の
規
定
に

基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

平

成
十
八
年
改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ

た
給
料
及
び
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

平
成
二
十
七
年
改

正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
を
含

む
。)

、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
研
究
員
条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
勤
務
条
件
条

例
の
規
定
に
よ
る
給
与(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給

料
及
び
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
含
む
。)

、

改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
又
は
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
よ

る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

(

介
護
休
暇
に
関
す
る
経
過
措
置)
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４

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
勤
務
条
件
条
例
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇

の
承
認
を
受
け
た
職
員
で
あ
っ
て
、
附
則
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日(

以
下
こ
の

項
に
お
い
て｢

第
一
号
施
行
日｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
当
該
介
護
休
暇
の
初
日(

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
単
に｢
初
日｣

と
い
う
。)

か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
の
当
該
介
護
休

暇
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

期
間
に
つ
い
て
は
、
各
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
日
か
ら
当

該
職
員
の
申
出
に
基
づ
く
第
一
号
施
行
日
以
後
の
日(

初
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
日
に
限
る
。)

ま
で
の
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任)

５

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
。

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
八
号

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例(

平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

平
成
二
十
八
年
度｣

を｢

平
成
三
十
三
年
度｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日｣
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
九
号

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
十
八
の
三
の
項
中｢

岐
阜
市
、｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
六
十
号

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
中｢

す
る｣

の
下
に｢

者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が｣

を
加
え
、｢

が
あ
る｣

を｢

で
あ
る｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中｢

親
族
を｣

を｢

者
を｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
公
営
住
宅
の
入
居
者
の
公
募
が
開
始
さ
れ
、
か
つ
、
同
日
以
後
に
入

居
者
の
決
定
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
公
募
に
応
じ
て
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者

に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
第
四
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
公
営
住
宅
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
同
日
前
に
公
営
住
宅
の
入
居
の
申
込

み
が
さ
れ
、
か
つ
、
同
日
以
後
に
入
居
者
の
決
定
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
に
お
け
る
当
該
公
営

住
宅
の
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
の
資
格
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
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１

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の

一
人
に
つ
き

二
、
〇
〇
〇
円
。
た
だ
し
、
法

第
百
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
準
中
型
自
動
車
の
運
転
に
つ

い
て
必
要
な
技
能
に
つ
い
て
行

う
試
験
を
そ
の
試
験
を
行
う
者

が
提
供
す
る
自
動
車
を
使
用
し

て
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
、
六
五
〇
円

ハ

小
型
特
殊
自
動
車
免
許
以
外
の
第
一

種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免
許
に

係
る
も
の(
法
第
百
一
条
の
七
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
認
知
機
能
検
査
の
結
果

ロ

小
型
特
殊
自
動
車
免
許
以
外
の
第
一

種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免
許
に

係
る
も
の(

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
又
は
第
百
一
条
の
四
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
認
知
機
能
検
査
の
結

果
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。)

イ

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の

ロ

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の

(

普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

に
対
す
る
も
の
を
除
く
。)

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
時
間
に
つ
き

一
時
間
に
つ
き

五
、
六
五
〇

四
、
六
五
〇
円
。
た
だ
し
、
認

知
機
能
検
査
の
結
果
が
認
知
症

の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
認
知
機
能
が
低
下
し
て
い
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
と
し
て
府
令
で
定
め
る
基
準

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

七
、
五
五
〇
円

二
、
一
五
〇

三
、
四
〇
〇

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
六
十
一
号

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
七
の
表
十
二
の
項
中｢

に
規
定
す
る
運
転
免
許
試
験｣

を｢

の
運
転
免
許
試
験｣

に
改
め
、

同
項
第
一
号
中｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許｣
を｢
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許｣

に

改
め
、
同
号
ハ
中

｢

七
、
四
〇
〇
円｣

を

｢

七
、
〇
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
第
一
号
中

｢

又
は
中
型
自
動
車
仮
運
転
免
許｣

を｢

、
中
型
自
動
車
仮
運
転
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
仮
運
転
免

許｣

に
、｢

三
、
六
五
〇
円｣

を｢

四
、
〇
五
〇
円｣

に
、｢
六
、
六
五
〇
円｣

を｢

六
、
七
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
二
十
の
項
第
一
号
中｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許｣
を｢

、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中

型
自
動
車
免
許｣

に
、｢

二
三
、
四
五
〇
円｣

を｢

二
三
、
一
〇
〇
円｣
に
改
め
、
同
表
二
十
二
の
項

第
一
号
中

｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許｣

を

｢

、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許｣

に
、

｢

一
四
、
九
五
〇
円｣

を｢

一
四
、
六
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
二
十
三
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と

し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
第
一
七
の
表
二
十
九
の
項
中｢

規
定
す
る
自
動
車｣

を｢

掲
げ
る
自
動
車｣

に
改
め
、
同
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中｢

規
定
す
る｣

を｢

掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

規
定
す

る｣

を｢

掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
号
イ
中｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の｣

を｢

、
中
型
自
動

車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の(

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
普

通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。)｣

に
、｢

四
、
六
五
〇｣

を｢

四
、
一
〇

〇｣

に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
七
の
表
二
十
九
の
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中｢

規
定
す
る｣

を｢

掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
項
第
十
号
中｢

規
定
す
る｣

を｢

掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
を
同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
七
の
表
二
十
九
の
項
第
十
一
号
中｢

規
定
す
る
講
習｣

を｢

掲
げ
る
講
習｣

に
改
め
、
同

項
第
十
二
号
中｢

規
定
す
る｣

を｢

掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
号
イ
中｢

係
る
も
の｣

の
下
に｢(

法
第

九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
、
第
百
一
条
の
四
第
二
項
又
は
第
百
一
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。)｣

を
加
え
、｢

五
、
六
〇
〇
円
。
た
だ
し
、

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
又
は
第
百
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
知
機
能
検
査
の

結
果
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
、
二
〇
〇
円｣

を｢

四
、
六
五
〇｣

に
改

め
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
七
の
表
二
十
九
の
項
第
十
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 平成28年12月20日 岐 阜 県 公 報 号 外 �45



別
表
第
一
七
の
表
二
十
九
の
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
中｢

規
定
す
る｣
を｢

掲
げ
る｣

に
改
め
、

同
表
三
十
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
七
の
表
附
表
第
一
審
査
細
目
の
項
中｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許｣

を｢

、
中
型
自
動
車
免

許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許｣

を｢

、
中

型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許｣

に
、｢

二
、
八
〇
〇
円｣

を｢

二
、
四
五
〇
円｣

に
改
め
、

同
表
備
考
第
二
号
中｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許｣

を｢

、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許｣

に
、｢

普
通
自
動
車
免
許
及
び｣

を｢

普
通
自
動
車
免
許
又
は｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
七
の
表
附
表
第
二
審
査
細
目
の
項
中｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許｣

を｢

、
中
型
自
動
車
免

許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許｣

を｢

、
中

型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許｣

に
、｢

二
、
八
五
〇
円｣

を｢

二
、
五
〇
〇
円｣

に
改
め
、

同
表
備
考
第
二
号
中｢

又
は
中
型
自
動
車
免
許｣

を｢

、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許｣

に
、｢

普
通
自
動
車
免
許
及
び｣

を｢

普
通
自
動
車
免
許
又
は｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令(

平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号)

附
則

第
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者(

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成

二
十
七
年
法
律
第
四
十
号
。
以
下｢

改
正
法｣

と
い
う
。)

附
則
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
限
定

が
解
除
さ
れ
た
者
を
除
く
。)

に
対
す
る
改
正
後
の
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

以
下

｢

新
条
例｣

と
い
う
。)

別
表
第
一
七
の
表
二
十
三
の
項
及
び
二
十
九
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
表
二
十
三
の
項
第
一
号
中｢

二
、
〇
〇
〇
円｣

と
あ
る
の
は｢

一
、
九
五
〇
円｣

と
、｢

準

中
型
自
動
車
の｣

と
あ
る
の
は｢

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
七
年
法
律
第

四
十
号)

に
よ
る
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
る
普
通
自
動
車
に
相
当
す
る
自
動
車
の｣

と
、｢

四
、

六
五
〇
円｣

と
あ
る
の
は｢

二
、
八
五
〇
円｣

と
、
同
表
二
十
九
の
項
第
十
号
イ
中｢

二
、
一
五
〇｣

と
あ
る
の
は｢

二
、
〇
五
〇｣

と
す
る
。

３

改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法(

以
下｢

新
法｣

と
い
う
。)

第
百
一
条
第
一
項
の
更
新

期
間
が
満
了
す
る
日(

新
法
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更

新
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
を
す
る
日)

に
お
け
る
年
齢
が
七
十
歳
以

上
の
者
で
あ
っ
て
、
当
該
日
が
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
前
で
あ
る
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３

特
定
任

意
高
齢
者

講
習(

シ

ニ
ア
運
転

者)

に
係

る
も
の

ヘ

小
型
特
殊
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の

(

法
第
百
一
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い

て
行
う
も
の
に
限
る
。)

ホ

小
型
特
殊
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の

(

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号

イ
又
は
第
百
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ

い
て
行
う
も
の
に
限
る
。)

ニ

小
型
特
殊
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の

(
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号

イ
、
第
百
一
条
の
四
第
二
項
又
は
第
百

一
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
認
知

機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
も

の
を
除
く
。)

に
基
づ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。)

ロ

小
型
特
殊
自
動
車
免
許
以
外

の
第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二

種
運
転
免
許
に
係
る
も
の(

法

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三

号
イ
又
は
第
百
一
条
の
四
第
二

イ

小
型
特
殊
自
動
車
免
許
以
外

の
第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二

種
運
転
免
許
に
係
る
も
の(

法

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三

号
イ
、
第
百
一
条
の
四
第
二
項

又
は
第
百
一
条
の
七
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
認
知
機
能
検
査
の

結
果
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
を

除
く
。)

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
六
五
〇
円
。
た
だ
し
、
認

知
機
能
検
査
の
結
果
が
認
知
症

の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
認
知
機
能
が
低
下
し
て
い
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も

四
、
六
五
〇

二
、
四
〇
〇

二
、
〇
〇
〇
円
。
た
だ
し
、
認

知
機
能
検
査
の
結
果
が
認
知
症

の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
認
知
機
能
が
低
下
し
て
い
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
と
し
て
府
令
で
定
め
る
基
準

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
、
三
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇

項
の
規
定
に
よ
り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
に

限
る
。)

の
と
し
て
府
令
で
定
め
る
基
準

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

七
、
五
五
〇
円



も
の
に
対
す
る
新
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
講
習
に
係
る
手
数

料
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
別
表
第
一
七
の
表
二
十
九
の
項
第
十
二
号
及
び
三
十
の
項
第
三
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務

条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
六
十
二
号

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の

勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
号
イ�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
そ
の
養
育
す
る
子(

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

が
一

歳
六
か
月
に
達
す
る
日(

第
三
条
の
三
第
三
号
に
お
い
て｢

一
歳
六
か
月
到
達
日｣

と
い

う
。)

ま
で
に
、
そ
の
任
期(

任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の)

が
満
了
す
る
こ
と
及
び
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常

勤
職
員

第
三
条
第
四
号
ロ
中｢

次
条
第
三
号｣

を｢

第
三
条
の
三
第
三
号｣

に
、｢

子
の
一
歳
到
達
日(｣

を｢

子
が
一
歳
に
達
す
る
日(

以
下
こ
の
号
及
び
同
条
に
お
い
て｢

一
歳
到
達
日｣

と
い
う
。)(｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
三
を
第
三
条
の
四
と
す
る
。

第
三
条
の
二
第
三
号
中｢

子
が
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
日｣

を｢

子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日｣

に

改
め
、
同
条
を
第
三
条
の
三
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
者)

第
三
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号)

第
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
職
員(

児
童
の
親
そ
の
他
の

同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第

六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し

て
い
る
者
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
限
る
。)

に
同
法
第
二
十
七

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
と
す
る
。

第
四
条
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

育
児
休
業
の
承
認
が
、
当
該
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
産
前
の
休
業
を
始
め
、
又
は
出

産
し
た
こ
と
に
よ
り
効
力
を
失
っ
た
後
、
当
該
産
前
の
休
業
又
は
出
産
に
係
る
子
が
次
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。

イ

死
亡
し
た
場
合

ロ

養
子
縁
組
等
に
よ
り
職
員
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

第
四
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中｢

第
三
条
の
二
第
三
号｣

を｢

第
三
条
の
三

第
三
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

育
児
休
業
の
承
認
が
、
当
該
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
第
六
条
に
規
定
す
る
事
由
に
該

当
し
た
こ
と
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
後
、
同
条
に
規
定
す
る
承
認
に
係
る
子
が
次
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。

イ

前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合

ロ

民
法(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
場
合(

特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
し

た
場
合
を
除
く
。)

又
は
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
場
合

第
十
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

育
児
短
時
間
勤
務(

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
承
認
が
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
産
前
の
休
業
を
始
め
、
又
は
出
産
し

た
こ
と
に
よ
り
効
力
を
失
っ
た
後
、
当
該
産
前
の
休
業
又
は
出
産
に
係
る
子
が
第
四
条
第
一
号

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。

第
十
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
第
十
三
条
第
一

号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
後
、
同
号
に
規
定
す
る
承
認
に
係

る
子
が
第
四
条
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。
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第
二
十
六
条
第
二
項
中｢

を
承
認
さ
れ
て
い
る｣

を｢

又
は
勤
務
条
件
条
例
第
四
十
五
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い｣

に
改
め
、｢

当
該
育
児
時
間｣

の

下
に｢
又
は
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中｢

を

承
認
さ
れ
て
い
る
場
合｣

を｢

又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者

の
福
祉
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号)

第
六
十
一
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間(

以
下｢

介
護
を
す

る
た
め
の
時
間｣

と
い
う
。)

の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合｣

に
、｢

を
承
認
さ
れ
て
い
る
時

間｣

を｢

又
は
当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間｣

に
改
め
る
。

第
二
条

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
中｢

第
六
条
の
四
第
二
項｣

を｢

第
六
条
の
四
第
一
号｣

に
、｢

第
六
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
里
親
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者｣

を

｢

第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中｢

そ
の
子｣

の
下
に｢(

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

子
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

そ
の
子｣

の

下
に｢(

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。)｣

を
加
え
、｢

あ
る
の
は｣

を｢

あ
る
の
は
、｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二

十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成28年12月20日 ( )48

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


